
 

令和５年度 大淀川・小丸川学識者懇談会 
 

        
日時：令和５年９月２７日(水) １４時００分～ 

場所：宮崎河川国道事務所 別館３階会議室 
開催形式：対面（ＷＥＢ併用） 

 

 

 

議  事  次  第 
 
 

１ 開  会                              

２ 挨  拶 

３ 懇談会の目的と規約                     資料－１  

４ 委員長選出 

５ 議  事 

 １）最近の河川行政、河川整備基本方針と河川整備計画      資料－２  

 ２）小丸川水系河川整備基本方針の変更概要           資料－３  

３）大淀川直轄河川改修事業 事業再評価            資料－４  

 ４）大淀川水系河川整備計画の点検について           資料－５  

５）小丸川水系河川整備計画の点検について           資料－６  

６ その他（情報提供、今後の予定等） 

１）流域治水の取り組み                    資料－７  

７ 閉  会 
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入江　光輝 　宮崎大学　工学部　教授 河川工学

柴田　博子 宮崎産業経営大学　法学部　教授 歴史・文化

杉尾　哲
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浜田　真郎 宮崎県土地改良事業団体連合会　常務理事 水利

平岡　直樹 南九州大学　環境園芸学部　教授 景観

松浦　里美 弁護士 法律・経済

村上　啓介 宮崎大学　工学部　教授 水工学・海岸
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令 和 ５ 年 ９ 月 ２ ７ 日

宮崎河川国道事務所

学識者懇談会の目的及び開催予定

資料－１



学識者懇談会の目的

1

１．河川整備計画内容の点検に対して意見を伺う
・流域の社会情勢の変化、地域の意向
・事業の進捗状況及び見通し
・河川整備に関する新たな視点など

２．河川整備計画変更の必要性が生じた場合に変更原案
に対して意見を伺う

３．整備計画に基づいて実施される事業のうち、事業評価
の対象となる事業について、３～５年に一度実施する事
業再評価（継続や見直し等）や事業完了後５年以内に
実施する事後評価について審議を行う



学識者懇談会の開催予定

2

小丸川河川整備計画の点検・変更等

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 備考

整備計画の
策定・変更

策定 H25.8策定

変更 ● ● （必要な場合に集中開催）

整備計画の
点検・再評価

点検 ● ● ● ● ● ● 再評価にあわせて実施

再評価 ● ● 5年に１回

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 備考

整備計画の
策定・変更

策定 H18.3策定

変更 H30.6変更

整備計画の
点検・再評価

点検 ● ● ● ● ● ● 再評価にあわせて実施

再評価
（河川）

● 5年に１回

再評価
（環境整備）

● ● 5年に１回

再評価
（ダム）

● ● 3年に１回

大淀川河川整備計画の点検・変更等



大淀川学識者懇談会規約 
(名称) 
第 1 条 本会は、「大淀川学識者懇談会」( 以下「懇談会」という。)と称する。 
(目的) 
第 2 条 懇談会は、大淀川水系河川整備計画のうち、国管理区間及び宮崎県管理区間に変更

する必要が生じた場合に作成する整備計画の変更原案について意見を述べるものとする。

また、大淀川水系河川整備計画の策定後の流域の社会情勢の変化や地域の意向、河川整

備の進捗状況や進捗の見通し等を適切に反映するために、国管理区間における継続的に

行う内容の点検及び整備計画に基づいて実施される事業のうち、国管理区間における事

業評価の対象事業について、九州地方整備局長が設置する事業評価監視委員会に代わっ

て審議を行うものとする。 
(組織等) 
第 3 条 懇談会は、九州地方整備局長が設置する。 

2 懇談会の委員は、学識経験を有する者のうちから、九州地方整備局長が委嘱する。 
3 懇談会の委員の任期は原則として２年とし、再任を妨げない。 
4 懇談会は、必要に応じて委員以外の者に対し、懇談会の場で意見を求めることができ

る。 
(懇談会の成立) 
第 4 条 懇談会は委員総数の２分の１以上の出席をもって成立する。 
(委員長) 
第 5 条 懇談会には委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。 

2 委員長は懇談会の運営と進行を総括し、懇談会を代表する。 
3 委員長が事故等の理由により出席できない場合には、委員長があらかじめ指名する者

が職務を代行する。 
(公開) 
第 6 条 懇談会の公開方法については、懇談会で定める。 
(事務局) 
第 7 条 事務局は、国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所、宮崎県河川課に置く。 
(規約の改正) 
第 8 条 懇談会は、この規約を改正する必要があると認めるときは、委員総数の 3 分の 2 以

上の同意を得てこれを行うものとする。 
(その他) 
第 9 条 この規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、懇談会において

定める。 
(附則) 

この規約は、平成３０年４月４日より施行する。 
 



（懇談会の目的） 
1.整備計画内容の点検に対して意見を伺う。 
・流域の社会情勢の変化、地域の意向 
・事業の進捗状況及び見通し 
・河川整備に関する新たな視点（地震津波対策等） など 

2.河川整備計画変更の必要性が生じた場合に変更原案に対して意見を伺う。 
3. 整備計画に基づいて実施される事業のうち、事業評価の対象となる事業につ

いて、九州地方整備局長が設置する事業評価監視委員会に代わって審議を行

う。 
(参考１) 河川整備計画 

河川法第 16 条の 2 第 3 項 

河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認める 

ときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

河川法第 16 条の 2 第 7 項 

第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



小丸川学識者懇談会規約 
(名称) 
第 1 条 本会は、「小丸川学識者懇談会」( 以下「懇談会」という。)と称する。 
(目的) 
第 2 条 懇談会は、小丸川水系河川整備計画（国管理区間）（以下、「整備計画」という。）

策定後の流域の社会情勢の変化や地域の意向、河川整備の進捗状況や進捗の見通し等を

適切に反映するために、継続的に行う内容の点検及び必要が生じた場合に作成する整備

計画の変更の原案について意見を述べるものとする。また、整備計画に基づいて実施さ

れる事業のうち、事業評価の対象となる事業について、九州地方整備局長が設置する事

業評価監視委員会に代わって審議を行うものとする。 
(組織等) 
第 3 条 懇談会は、九州地方整備局長が設置する。 

2 懇談会の委員は、学識経験を有する者のうちから、九州地方整備局長が委嘱する。 
3 懇談会の委員の任期は原則として２年とし、再任を妨げない。 
4 懇談会は、必要に応じて委員以外の者に対し、懇談会の場で意見を求めることができ

る。 
(懇談会の成立) 
第 4 条 懇談会は委員総数の２分の１以上の出席をもって成立する。 
(委員長) 
第 5 条 懇談会には委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。 

2 委員長は懇談会の運営と進行を総括し、懇談会を代表する。 
3 委員長が事故等の理由により出席できない場合には、委員長があらかじめ指名 
する者が職務を代行する。 

(公開) 
第 6 条 懇談会の公開方法については、懇談会で定める。 
(事務局) 
第 7 条 事務局は、国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所に置く。 
(規約の改正) 
第 8 条 懇談会は、この規約を改正する必要があると認めるときは、委員総数の 3 分の 2 以

上の同意を得てこれを行うものとする。 
(その他) 
第 9 条 この規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、懇談会において

定める。 
(附則) 

この規約は、平成２７年９月２９日より施行する。 
 

 



 
（懇談会の目的） 

1.整備計画内容の点検に対して意見を伺う。 
・流域の社会情勢の変化、地域の意向 
・事業の進捗状況及び見通し 
・河川整備に関する新たな視点（地震津波対策等） など 

2.河川整備計画変更の必要性が生じた場合に変更原案に対して意見を伺う。 
3. 整備計画に基づいて実施される事業のうち、事業評価の対象となる事業につ

いて、九州地方整備局長が設置する事業評価監視委員会に代わって審議を行

う。 
(参考１) 河川整備計画 

河川法第 16 条の 2 第 3 項 

河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認める 

ときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

河川法第 16 条の 2 第 7 項 

第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。 

 
 
 
 
 
 
 



令 和 ５ 年 ９ 月 ２ ７ 日

宮崎河川国道事務所

最近の河川行政
河川整備基本方針と河川整備計画

資料－２



平成27年9月関東・東北豪雨

①鬼怒川の堤防決壊による浸水被害
（茨城県常総市）

③小本川の氾濫による浸水被害
（岩手県岩泉町）

④桂川における浸水被害
（福岡県朝倉市）

⑤小田川における浸水被害
（岡山県倉敷市）

⑥神戸港六甲アイランドにおける
浸水被害（兵庫県神戸市）

⑦土砂災害の状況
（北海道勇払郡厚真町）

②土砂災害の状況
（熊本県南阿蘇村）

⑧電柱・倒木倒壊の状況
(千葉県鴨川市)

⑨千曲川における浸水被害状況
(長野県長野市)

令
和
元
年

平
成
30
年

平
成
27
～
29
年

令
和
２
年

⑩球磨川における浸水被害状況
（熊本県人吉市）

令
和
３
年

⑪伊豆山における土石流災害
（静岡県熱海市）

⑫六角川周辺における浸水被害状況
（佐賀県武雄市）

７

３

１
８

９

1４

1１６５

1０

1２
４
２

令
和
４
年

13

⑬国道113号の被害状況
（新潟県村上市）

⑭国道327号における土砂災害の状況
（宮崎県東臼杵郡）

平成28年熊本地震 平成28年8月台風第10号 平成29年九州北部豪雨

7月豪雨 台風第21号 北海道胆振東部地震

房総半島台風 東日本台風 令和2年7月豪雨

令和3年7月大雨 令和3年8月大雨 令和4年8月3日からの大雨 台風第14号

近年、毎年のように全国各地で自然災害が頻発（九州に集中）
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令和５年７月の九州北部の大雨について

○ ７月１０日未明より九州北部を中心に大雨を記録し、気象庁が福岡県と大分県に大雨特別警報を発表。
○ 国管理河川では４水系７河川で氾濫による浸水被害が発生。

県管理河川では氾濫危険水位を超過した河川多数あり。
○ 土砂災害については、佐賀県、福岡県で発生。

筑後川水系城原川（佐賀県神崎市）

（家屋浸水あり）

ちくごがわ じょうばるがわ かんざきし

松浦川水系徳須恵川（佐賀県伊万里市）

（家屋浸水あり）

まつうらがわ とくすえがわ いまり し

筑後川水系巨瀬川（福岡県久留米市）

（家屋浸水あり）

ちくごがわ こ せ がわ く る め し

筑後川水系花月川（大分県日田市）

（家屋浸水あり）

ちくごがわ かげつがわ ひ た し

山国川水系山国川（大分県中津市）

（家屋浸水あり）

やまくにがわ やまくにがわ なかつ し

遠賀川水系彦山川（福岡県添田町）

（家屋浸水あり）

おんががわ ひこさんがわ そえだまち

佐賀県佐賀市富士町
（全壊１戸 人的被害無し）

ふじちょう

福岡県田川郡添田町
（半壊１戸、死亡１名、負傷１名）

たがわぐんそえだまち

国管理河川の水位状況

○氾濫が発生した河川
遠賀川水系（国管理）彦山川
筑後川水系（国管理）巨瀬川、花月川、

小石原川、城原川
松浦川水系（国管理）徳須恵川
山国川水系（国管理）山国川

福岡県久留米市田主丸町
（家屋被害７戸、死亡１名）

たぬしまるまち

佐賀県唐津市浜玉町
（全壊２戸、死亡２名、行方不明者１名）

はまたままち

筑後川水系小石原川（福岡県大刀洗町）

（家屋浸水あり）

ちくごがわ こいしわらがわ たちあらいまち

令和5年7月12日 11:00時点

2



○気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第５次評価報告書によると、気候システムの温暖化に
ついては疑う余地がなく、21世紀末までに、世界平均気温が更に0.3～4.8℃上昇するとされている。

○また、気象庁によると、このまま温室効果ガスの排出が続いた場合、短時間強雨の発生件数が現
在の２倍以上に増加する可能性があるとされている。

○さらに、今後、降雨強度の更なる増加と、降雨パターンの変化が見込まれている。

3

顕在化している気候変動の影響と今後の予測（外力の増大）



顕在化している気候変動の影響と今後の予測（現象の変化）
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5

これまで

治水計画を、過去の降雨実績に基づく計画」から
「気候変動による降雨量の増加などを考慮した計画」に見直し

洪水、内水氾濫、土砂災害、高潮・高波等を防御する計画は、
これまで、過去の降雨、潮位などに基づいて作成してきた。

しかし、
気候変動の影響による降雨量の増大、海面水位の上昇などを考慮すると
現在の計画の整備完了時点では、実質的な安全度が確保できないおそれ

気候変動による降雨量の増加※、潮位の上昇などを考慮したものに計画を見直し

今後は

※ 世界の平均気温の上昇を２度に抑えるシナリオ（パリ協定が目標としているもの）

気候変動を踏まえた計画の見直し



6

原 案

河川整備計画の
決定・公表

学識経験者の意見聴取

公聴会の開催等関係住民の意見
を反映させるために必要な措置

地方公共団体の長の
意見聴取

河川整備計画の
案の決定

河川整備基本方針
の案の作成

河川整備基本方針
の決定・公表

社会資本整備
審議会
（一級水系）
都道府県河川
審議会
（二級水系）

意見

都道府県河川審議会
がある場合

河
川
工
事
、
河
川
の
維
持

河
川
整
備
基
本
方
針
（
長
期
的
な
基
本
方
針
）

河
川
整
備
計
画
（
具
体
的
・
段
階
的
な
計
画
）

１.河川の総合的な保全と利用に関する基本方針

・流域及び河川の概要

・洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減

・河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持

・河川環境の整備と保全

２.河川の整備の基本となるべき事項

・基本高水及びその河道と洪水調節施設への配分

・主要な地点の計画高水流量

・主要な地点の計画高水位、計画横断形に係る川幅
・主要な地点の流水の正常な機能を維持するため
必要な流量

１.河川整備の目標

・計画期間、対象区間

・治水安全度のバランス等を考慮した対象

洪水流量

・計画期間中に確保する正常流量

・河川環境の整備と保全の目標

２.河川の整備の実施に関する事項
・河川工事、河川維持の目的、種類、施行の

場所

・ソフト対策の実施内容、対策等

河川整備基本方針と河川整備計画

★公共事業の再評価実施
★河川整備計画の点検及び変更
※社会情勢の変化時、再評価から５年等



令 和 ５ 年 ９ 月 ２ ７ 日

宮崎河川国道事務所

小丸川水系河川整備基本方針の変更概要

資料－３



小丸川水系河川整備基本方針～河道と洪水調節施設等の配分流量変更（案）～

1

○気候変動による降雨量の増加等を考慮し設定した基本高水のピーク流量高城地点6,800m3/sを、洪水

調節施設等により、1,700m3/s調節し、河道への配分流量を高城地点： 5,100 m3/sとする。

＜小丸川計画高水流量図＞
【現行】

【変更】

基本高水の
ピーク流量

（m3/s）

洪水調節施設
による調節流量

（m3/s）

河道への
配分流量
（m3/s）

高城 5,700 1,000 4,700

＜河道と洪水調節施設等の配分流量＞

基本高水の
ピーク流量

（m3/s）

洪水調節施設等
による調節流量

（m3/s）

河道への
配分流量
（m3/s）

高城 6,800 1,700 5,100

単位m3/s
■：基準地点
●：主要な地点

6,800

基
本
高
水
の

ピ
ー
ク
流
量

基
本
高
水
の

ピ
ー
ク
流
量

変更
基本方針（案）

現行
基本方針

流
量

※基準地点高城の計画規模1/100は踏襲

河道配分
流量

洪水調節流量 4,700

5,700

基準地点高城

将来の気候変動の
影響を反映

河道配分
流量

洪水調節流量
5,100

洪水調節施設等による調節流量については、流域の土
地利用や流域での保水遊水機能の今後の取組状況を
踏まえ、基準地点のみならず流域全体の治水安全度向
上のため、具体的な施設計画等を今後検討していく。

高城

■

●

河口

4,700 → 4,800 →

日

向

灘

高城

■

●

河口

5,100 → 5,400 →

日

向

灘



小丸川の河川整備

2

下流部のネックとなる小丸川3k2付近において、河道断面の拡幅の可能性について検討。
河道内の掘削に加えて、上下流の断面と同程度となるよう引堤を実施することで、当該地点において5,400m3/s（高城地点：

5,100m3/s）の流下が可能となる。
なお、河道断面の工夫により河跡湖の水位維持可能が可能である。

河跡湖

3k0

4k0

3k2

3k6

0 1.0 3.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

小丸川鉄道橋

宮田川水門 高鍋大橋

小丸大橋

切原川合流点

竹鳩橋

宿ノ下川合流点 高城橋

黒水川合流点

比木橋

宮田川合流点

2.0 4.0

小丸川床止

竹鳩床止

木城地区床固

高城観測所

小丸大橋観測所

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

↑

標

高

（TP.ｍ）

距 離 標（km） →

：現況堤防高（左岸）

：現況堤防高（右岸）

：平均河床高

：最深河床高

：計画堤防高

：計画高水位

：橋梁桁下高

：不等流計算水位（現方針河道、現方針流量(4700トン)流下時）

：不等流計算水位（基本方針河道（案）_河道内掘削のみ)

：不等流計算水位（基本方針河道（案）)
方針流量
(m3/s) 5,1005,400

背後地が高い

河道断面拡大

河道断面拡大

河道掘削のみの対応では、
流量増大への対応は困難

河跡湖
（良好な湿地環境）

河跡湖

（ワンド・たまり環境）

冠水頻度が異なる湿地環境や自然裸地
を創出するために緩傾斜掘削を行う

良好なワンド・たまり環境（河跡湖）
を保全するために河畔林を残す

良好なワンド・たまり環境（河跡湖）を
保全するために水際の陸部を残す

水際の複雑さを創出するために水際部
の平面形状に変化（凹凸）をつける

クズ群落
オギ群落ツルヨシ群集

ムクノキ－

エノキ群落

○○○：河道断面の拡大区間



小丸川の河川整備

3

中流部で流下能力のネックとなる小丸川7k4～8k0付近において、引堤等による河道断面の拡大の可能性につ
いて検討。
河道解析により高速流の発生抑制効果が確認できたことから、河道内の掘削に加えて、上下流と同程度の断
面となるよう、引堤により河道断面の拡大を実施することで、高城地点において、5,100m3/sの流下が可能と
なる。

8k0

0 1.0 3.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

小丸川鉄道橋

宮田川水門 高鍋大橋

小丸大橋

切原川合流点

竹鳩橋

宿ノ下川合流点 高城橋

黒水川合流点

比木橋

宮田川合流点

2.0 4.0

小丸川床止

竹鳩床止

木城地区床固

高城観測所

小丸大橋観測所

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

↑

標

高

（TP.ｍ）

距 離 標（km） →

：現況堤防高（左岸）

：現況堤防高（右岸）

：平均河床高

：最深河床高

：計画堤防高

：計画高水位

：橋梁桁下高

：不等流計算水位（現方針河道、現方針流量(4700トン)流下時）

：不等流計算水位（基本方針河道（案）_河道内掘削のみ)

：不等流計算水位（基本方針河道（案）)
方針流量
(m3/s) 5,1005,400

背後地が高い

河道断面拡大

河道断面拡大

河道掘削のみの対応では、
流量増大への対応は困難

水際部は縦断方向に変化（凹凸）をつけ、複雑

で多様な環境（河岸ワンド等）を保全・創出する

陸部～水中部は、緩傾斜掘削により、冠水頻度が異なる

多様な環境（湿地環境、砂礫河原等）を保全・創出する

アユ等の良好な生息・繁殖環
境となっている瀬を保全する

○○○：河道断面の拡大区間



小丸川の洪水調節施設等

4

○小丸川流域には、既存ダム９基が存在。

○将来的な降雨予測精度の向上を踏まえたさらなる洪水調節容量の確保、確保された容量を効率的に活用する操作

ルールへの変更、施設改造等により、有効貯水容量を最大限活用により、基準地点高城の基本高水のピーク流量

6,800m3/sのうち、1,700m3/sの洪水調節を行い、河道への配分流量5,100m3/sまでの低減が可能であることを確認。

位置図

■渡川ダム

■松尾ダム

河川名 小丸川水系渡川

ダム形式 重力式

目的 F,N,P

堤高 62.5m

集水面積 143.1km2

総貯水容量 33,900千m3

洪水調節容量 10,300千m3

河川名 小丸川水系小丸川

ダム形式 重力式

目的 F,N,P

堤高 68.0m

集水面積 304.1km2

総貯水容量 45,202千m3

洪水調節容量 10,842千m3

※洪水期は6/1～10/31

※洪水期は6/1～10/31

ダム天端標高 総貯水容量 33,900千m3

EL.301.5m 非洪水期 洪水期 洪水時

2,000千m3 洪水調節容量

5,100千m3 10,300千m3

H=62.5m 利水・発電容量

27,900千m3 24,800千m3 19,600千m3

堆砂容量　1,970千m3

死水容量　2,030千m3

ダム天端標高 総貯水容量 45,202千m3

EL.211.0m 非洪水期 洪水期 洪水時

1,504千m3

H=68.0m 利水・発電容量

32,195千m3 28,410千m3 22,857千m3

堆砂容量　6,189千m3

洪水調節容量
5,289千m3 10,842千m3

死水容量　5,314千m3

施設を最大限活用するための操作ルール等の見直しを実施

既存洪水調整施設等の

有効活用



大淀川直轄河川改修事業

①事業採択後３年経過して未着工の事業

②事業採択後５年経過して継続中の事業

③着工準備費又は実施計画調査費の予算化後 ３年経過した事業

④再評価実施後５年経過した事業

⑤社会経済状況の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の
必要が生じた事業

令和５年度 大淀川学識者懇談会

資料－４



柏田

八重川

綾
北

川

大淀川→

沖水川

庄内川

本庄川東
九

州
自

動
車

道

JR日豊本線

宮崎市

都城市

宮崎県庁

宮崎市役所

：想定氾濫区域：想定氾濫区域

鹿児島県

大

淀

川

↑

高崎川

深年川

熊本県

○大淀川は、都城盆地で多くの支川を合わせつつ狭窄部に入り、岩瀬川や本庄川を合わせ宮崎平野を貫流し宮崎市において
日向灘に注ぐ河川形態を呈している。

○上流部は都城市、下流部が宮崎市といった人口・資産の集積する市街部を貫流していることから、ひとたびはん濫した場合は
浸水範囲が広範囲にわたり甚大な被害が発生する。

1

大
淀
川→

宮崎市役所

宮崎県庁

左岸右岸

大淀川

15.0

10.0

5.0

0.0

宮
崎
中
央
郵
便
局

宮
崎
県
庁

宮
交
シ
テ
ィ

↑
標
高

（T.P.m）

大淀川堤内地横断イメージ図

下流部（宮崎市）

左岸 右岸

水源 中岳（なかだけ）（標高452m)：鹿児島県曽於市末吉町

流域面積 2,230km2

幹川流路延長 107km

大臣管理区間 86.1km 

流域内市町村
（3県6市6町1村）

宮崎県 ：宮崎市、都城市、えびの市、小林市、
国富町、綾町、高原町、三股町、西米良村

鹿児島県 ：霧島市、曽於市
熊本県 ：多良木町、あさぎり町

流域内人口 約60万人（国土交通省HP分野別統計データより）

想定氾濫区域面積 約89km2（国土交通省HP分野別統計データより）

想定氾濫区域内人口 約15万人（国土交通省HP分野別統計データより）

年平均降水量（流域平均） 約2,600mm

◆流域の概要及び特性

１．事業の概要〔流域の概要〕

【大淀川流域の概要】

熊本県
宮
崎
県

鹿
児
島
県

[大淀川水系位置図]

熊
本
県



＜H16.8 出水＞

◆過去の災害実績

○大淀川では、平成９年９月、平成１６年８月、平成１７年９月
に洪水による大規模な浸水被害が発生し、その後も近年、
浸水被害が頻発している。 （平成３０年、令和４年）

２．事業の必要性等〔災害発生時の影響等〕

◆ 災害発生時の影響

◆災害発生の危険度

○河川整備計画目標流量（柏田地点：10,500m3/s）に対して、流下
能力が一部不足しており、今後更に整備を進める必要がある。

大淀川下流部

整備計画目標流量での影響
○浸水面積：約34km

2

○被害人口：約87,500人

（宮崎市）

宮崎市

国富町綾町

宮崎市役所

国富町役場

綾町役場

整備計画流量規模の

氾濫シミュレーション結果

※整備計画策定時河道（H29年度末時点）

　0.5m未満

　0.5～1.0m未満

　1.0～2.0m未満

　2.0～5.0m未満

　5.0m以上

 浸水深
都城市

曽於市 三股町
都城市役所

大淀川上流部

＜H9.9 出水＞
（都城市）

＜H17.9 出水＞

（宮崎市） （宮崎市）

＜R4.9 出水＞
（宮崎市）

＜H30.9 出水＞
（宮崎市）

2

△ 柏田

床上浸水：401戸、床下浸水：586戸 床上浸水：164戸、床下浸水：203戸

床上浸水：3,834戸、床下浸水：872戸

床上浸水：203戸、床下浸水：101戸床上浸水：319戸、床下浸水：166戸
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２．事業の必要性等〔地域開発の状況・地域の協力体制〕
◆地域開発の状況等 ◆地域の協力体制

3

河川改修に対する要望書

タコノアシ保全活動 大淀川リビング

約59万人 約59万人

※宮崎市、都城市
国富町、綾町の合計による
(総務省統計局公表値)

今回評価
(R2国勢調査)

氾濫区域内にかかる人口の変化

（万人）

東九州自動車道の状況 国道10号都城道路の状況

○大淀川では、河川改修の整備促進等を目的とした期成会な

どから河川改修を望む声が大きい。

○流域全体のあらゆる関係者が協働して水害を軽減させる治

水対策「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報

共有を目的とした「大淀川水系流域治水協議会」を設置し、

「流域治水プロジェクト」をとりまとめ推進している。

○大淀川では流域の住民や各関係団体のボランティアによる

清掃活動や河川を利用したイベント活動が行われている。

○人口の推移は、概ね横ばいとなっている。

○大淀川流域内では、東九州自動車道や国道10号都城道路

をはじめとする道路整備が進められており、これらの開発等

に伴う、生活利便性の向上、産業活動の活性化等の促進に

より、大淀川流域では、今後も、周辺地域も含めた広域的な

開発・発展への更なる期待が高まっている。

国富スマートＩＣ
（令和元年開通）

前回評価
(H27国勢調査)

大淀川水系流域治水協議会



①近年の水害データをもとに被害率等を更新

②近年の水害被害実態に基づくより確からしい算定方法への見直し
（公共土木施設等被害の内、農地・農業用施設等被害の算定方法を変更）

③新たな便益項目の追加（水害廃棄物の処理費用）

④これまでの事業評価の実績等に基づく補足
（氾濫計算のメッシュサイズ、デフレータ、消費税の取り扱い、巻末様式など...）

⑤その他、用語・出典の陳腐化や誤字・脱字等の軽微な修正

（参考）治水経済調査マニュアル改定概要（H17.3→R2.4）

4



２．事業の必要性等〔事業の投資効果〕
◆費用対効果の結果

5

項目
前回評価時

（平成30年度）
今回評価時
（令和5年度）

目標流量（基準地点：柏田） 10,500m3/s 10,500m3/s

事業費 約606億円 約606億円

整備期間 平成31年から概ね30年間 平成31年から概ね30年間

整備内容

・堤防整備（築堤）
・堤防整備（引堤）
・堤防整備（浸透・侵食対策）
・河道掘削等
・遊水地の整備
・横断工作物の改築 等

・堤防整備（築堤）
・堤防整備（引堤）
・堤防整備（浸透・侵食対策）
・河道掘削等
・遊水地の整備
・横断工作物の改築 等

全
事
業

便益：Ｂ(億円)

費用：Ｃ(億円) 345.4 404.4

B/C 5.1 4.7

残
事
業

便益：Ｂ(億円) 同上

費用：Ｃ(億円) 同上 274.0

B/C 同上 5.6

一般資産被害額
農作物被害額
公共土木施設等被害額
営業停止損失
応急対策費用
残存価値

1759.1

： 630.9 （35.9%）
： 5.9 （ 0.3%）
：1,068.8 （60.8%）
： 18.5 （ 1.1%）
： 26.1 （ 1.5%）
： 8.9 （ 0.5%）

一般資産被害額
農作物被害額
公共土木施設等被害額
営業停止損失
応急対策費用
残存価値

1888.7

： 950.8 （50.4%）
： 4.4 （ 0.2%）
： 816.3 （43.2%）
： 45.8 （ 2.4%）
： 60.7 （ 3.2%）
： 10.7 （ 0.6%）

一般資産被害額
農作物被害額
公共土木施設等被害額
営業停止損失
応急対策費用
残存価値

1530.0 

： 771.5 （50.4%）
： 3.6 （ 0.2%）
： 662.7 （43.3%）
： 36.2 （ 2.4%）
： 48.6 （ 3.2%）
： 7. 7（ 0.5%）
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２．事業の必要性等〔事業の効果〕 試行２．事業の必要性等〔Ｂ／Ｃで計測できない効果〕

整備計画対象規模の洪水における浸水範囲

試行

◆整備計画規模の洪水が発生した場合、事業実施により、浸水区域内人口約46,800人、電力の停止による影響人口約37,700人
が解消される。

整備計画対象規模の洪水発生時にお
ける整備計画の効果（解消人数）

整備計画策定時点（H29河道） 整備計画河道完成時点

（大淀川本川上・下流の合計）大淀川下流部

大淀川上流部 （電力の停止による影響人口の変化）

（浸水範囲の減少による影響人口の変化）

　0.5m未満

　0.5～1.0m未満

　1.0～2.0m未満

　2.0～5.0m未満

　5.0m以上

 浸水深

△ 樋渡

岳
下
△

浸水面積 約2,300ha

浸水による影響人口 約81,800人

電力の停止による影響人口 約55,300人

約37,700減

※浸水深70cmで建物内のコンセントが浸水し、
屋内配線が停電すると想定

　0.5m未満

　0.5～1.0m未満

　1.0～2.0m未満

　2.0～5.0m未満

　5.0m以上

 浸水深

△ 柏田

高
岡
△

大淀川→

　0.5m未満

　0.5～1.0m未満

　1.0～2.0m未満

　2.0～5.0m未満

　5.0m以上

 浸水深

△ 柏田

高
岡
△

大淀川→

　0.5m未満

　0.5～1.0m未満

　1.0～2.0m未満

　2.0～5.0m未満

　5.0m以上

 浸水深

△ 柏田

高
岡
△

大淀川→

浸水面積 約1,900ha

浸水による影響人口 約67,000人

電力の停止による影響人口 約40,800人

浸水面積 約900ha

浸水による影響人口 約40,700人

電力の停止による影響人口 約20,400人

現時点河道

整備計画策定時点（H29河道） 整備計画河道完成時点現時点河道

　0.5m未満

　0.5～1.0m未満

　1.0～2.0m未満

　2.0～5.0m未満

　5.0m以上

 浸水深

△ 樋渡

岳
下
△

　0.5m未満

　0.5～1.0m未満

　1.0～2.0m未満

　2.0～5.0m未満

　5.0m以上

 浸水深

△ 樋渡

岳
下
△

浸水面積 約1,100ha

浸水による影響人口 約5,700人

電力の停止による影響人口 約2,800人

浸水面積 約900ha

浸水による影響人口 約5,500人

電力の停止による影響人口 約2,700人

浸水面積 約0ha

浸水による影響人口 約0人

電力の停止による影響人口 約0人 6

約46,800減
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２．事業の必要性等〔事業の効果〕 試行２．事業の必要性等〔Ｂ／Ｃで計測できない効果〕

基本方針対象規模の洪水における浸水範囲

試行

◆基本方針規模の洪水が発生した場合、事業実施により、浸水区域内人口約27,000人、電力の停止による影響人口約25,500人
が解消される。

整備計画対象規模の洪水発生時にお
ける整備計画の効果（解消人数）

整備計画策定時点（H29河道） 整備計画河道完成時点

約27,000減

（大淀川本川上・下流の合計）大淀川下流部

大淀川上流部 （電力の停止による影響人口の変化）

（浸水範囲の減少による影響人口の変化）

　0.5m未満

　0.5～1.0m未満

　1.0～2.0m未満

　2.0～5.0m未満

　5.0m以上

 浸水深

△ 樋渡

岳
下
△

浸水面積 約3,800ha

浸水による影響人口 約102,100人

電力の停止による影響人口 約77,100人

約25,500減

※浸水深70cmで建物内のコンセントが浸水し、
屋内配線が停電すると想定

　0.5m未満

　0.5～1.0m未満

　1.0～2.0m未満

　2.0～5.0m未満

　5.0m以上

 浸水深

大淀川→

　0.5m未満

　0.5～1.0m未満

　1.0～2.0m未満

　2.0～5.0m未満

　5.0m以上

 浸水深

△ 柏田

高
岡
△

大淀川→

　0.5m未満

　0.5～1.0m未満

　1.0～2.0m未満

　2.0～5.0m未満

　5.0m以上

 浸水深

大淀川→

浸水面積 約3.800ha

浸水による影響人口 約102,100人

電力の停止による影響人口 約76,800人

浸水面積 約3000ha

浸水による影響人口 約76,800人

電力の停止による影響人口 約53,200人

現時点河道

整備計画策定時点（H29河道） 整備計画河道完成時点現時点河道

　0.5m未満

　0.5～1.0m未満

　1.0～2.0m未満

　2.0～5.0m未満

　5.0m以上

 浸水深

△ 樋渡

岳
下
△

　0.5m未満

　0.5～1.0m未満

　1.0～2.0m未満

　2.0～5.0m未満

　5.0m以上

 浸水深

△ 樋渡

岳
下
△

浸水面積 約2,500ha

浸水による影響人口 約13,500人

電力の停止による影響人口 約8,900人

浸水面積 約2.500ha

浸水による影響人口 約13,500人

電力の停止による影響人口 約8,800人

浸水面積 約2100ha

浸水による影響人口 約11,800人

電力の停止による影響人口 約7,300人 7

△ 柏田

高
岡
△

△ 柏田

高
岡
△



２．事業の必要性等〔事業の効果〕 試行２．事業の必要性等〔Ｂ／Ｃで計測できない効果〕 試行

◆Ｌ１津波が発生した場合、八重川の地震・津波対策事業（R4完了）により、家屋約1,700戸及び宮崎空港の浸水が解消される。

Ｌ１津波 被害想定
（Ｌ１津波高T.P.+5.0m以下の家屋数を計上）

○建物被害：約1,700戸

Ｌ１津波 想定浸水範囲

津
屋
原
沼

（想定浸水区域内家屋）

←

家
屋
戸
数

約1,700戸減
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当面整備

河川名 No 地区名 整備内容

大淀川
下流

① 宮崎市街部 河床掘削

② 宮崎市街部 低水路拡幅

④ 高岡 築堤・耐震対策

⑤ 浦之名 高水敷掘削

大淀川
上流

⑨ 都城市 遊水地

⑪ 金田 引堤

⑬ 都城市 大岩田遊水地

３．事業の進捗の見込み〔河川整備計画の内容〕

9

○当面の対策（概ね８年）

・宮崎市街部の位置する本川の本庄川合流点より下流区間の河道内掘削を実施し、洪
水時の水位低減を図る。

・大淀川下流高岡地区の築堤・耐震対策を実施し、地震による災害の発生防止・軽減を
図る。

・大淀川下流の浦之名地区において高水敷掘削を実施し、洪水時の水位低減を図る。

・大淀川上流部において、引堤及び遊水地整備を実施する。

当面整備～整備計画

河川名 No 地区名 整備内容

大淀川
下流

③ 宮崎市 遊水地

本庄川 ⑥ 本庄川 築堤

綾北川 ⑦ 綾北川 築堤

大淀川
上流

⑧ 大淀川上流 高水敷掘削

⑩ 大淀川上流 高水敷掘削

⑫ 大淀川上流 築堤

高崎川
⑭ 高崎川 河道拡幅

⑮ 高崎川 築堤・引堤

庄内川 ⑯ 庄内川
河道拡幅

高水敷掘削

0 1 2 3 4 5km

大淀川上流域

津屋原沼地区
（地震・高潮対策）

大淀川下流域

①宮崎市街部地区
（河床掘削）

②宮崎市街部地区
（低水路拡幅）

④高岡地区
（築堤・耐震対策）

浦之名地区
（高水敷掘削）

⑥本庄川地区
（築堤）

⑦綾北川地区
（築堤）

⑧大淀川上流地区
（高水敷掘削）

⑭高崎川地区
（河道拡幅）

⑩大淀川上流地区
（高水敷掘削）

⑫大淀川上流地区
（築堤）

⑯庄内川地区
（河道拡幅、高水敷掘削）

⑮高崎川地区
（築堤(右岸)、引堤(左岸)）

本庄川地区
（浸透・侵食対策）

本庄川地区
（浸透・侵食対策）

高浜地区
（浸透・侵食対策）

大淀川上流地区
（浸透・侵食対策）

八幡地区
（浸透・侵食対策）

元町地区
（浸透・侵食対策）

⑪金田地区
（引堤）

③遊水地（宮崎市１箇所）

：施工済み箇所

：当面整備

：当面整備～整備計画

凡 例

⑨遊水地（都城市１箇所）大岩田遊水池除く

⑬大岩田遊水地

項目 当面実施する整備

便益（Ｂ1） 662.1億円

残存価値（Ｂ2） 6.4億円

総便益（Ｂ1+Ｂ2） 668.4億円

建設費（Ｃ1） 112.1億円

維持管理費（Ｃ2） 3.5億円

総事業費（Ｃ1+Ｃ2） 115.6億円

費用便益比 5.8

当面実施する整備の費用対効果

※今後の社会情勢等の変化により変わる可能性がある



４．コスト縮減や代替案立案等の可能性

10

◆代替案等の可能性

〇河川整備計画については、地形的な制約条件、地域社会への影響、環境への影響、実現
性及び経済性等を踏まえ、有識者や地域住民の意見を伺い、策定したものである。

〇河川改修等の当面実施予定の事業については、その手法、施設等は妥当なものと考えて
いるが、将来における社会・経済、自然環境、河道の状況等の変化や新たな知見・技術の進
歩等により、必要に応じて適宜見直す可能性もある。

◆コスト縮減の方策等

現地発生材の有効活用（海岸養浜材への流用）

〇事業実施にあたっては、樋管における無動力ゲートの採用、現地発生材の有効活用、ICT建設
機械による施工等の新技術・新工法の積極的活用などにより、一層のコスト縮減に努める。

無動力ゲートの採用 ＩＣＴ建設機械による施工



５．対応方針（原案）

◆大淀川直轄河川改修事業

11

①事業の必要性等に関する視点

〇大淀川は、想定氾濫区域内人口や資産について、前回の平成30年度評価時から大きく変化していない。

〇想定氾濫区域内に宮崎市や都城市等が含まれるが、流下能力不足により治水安全度が低い箇所があ
るため、氾濫すれば甚大な被害が発生する。

〇事業を実施することにより洪水氾濫に対する治水安全度の向上が期待でき、浸水区域内人口や電力の
停止による影響人口の軽減も見込まれる。

〇事業を実施した場合における費用対効果（B/C）は４．７である。（令和5年度評価）

②事業の進捗の見込みに関する視点

〇地域から早期に治水効果を発現させてほしいという要望が多く、地元自治体等からの協力体制も確立さ
れていることから、今後の円滑な事業執行が可能である。

③コスト縮減の可能性の視点

〇大淀川直轄河川改修事業は、河道掘削等による発生土の再利用などのコスト縮減を図り、河川改修事
業を進めており、引き続き更なるコスト縮減を図っていく。

以上より、「大淀川直轄河川改修事業」は、前回再評価以降も事業の必要性は変わっておらず、
今後も順調な進捗が見込まれること等から、引き続き『事業を継続』することとしたい。
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